
【第４回戸田市国民健康保険運営協議会議事報告について】 

 

【開催日】令和３年９月７日（火） 

※全委員の意見に対する承認を集約した日を以って開催日とする。 

 

【開催方法】新型コロナウイルス感染拡大を考慮し書面開催へ変更 

 

【出席委員】１５名（回答書により返信） 

 

【公開方法】戸田市ホームページにて報告内容を議事録として公開 

 

【議事案件】 

議事１ 戸田市国民健康保険税のあり方について（答申） 

議事２ 令和２年度戸田市国民健康保険特別会計決算について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年度第４回国民健康保険運営協議会（書面開催）の審議内容については、 

下記のとおり報告します。 

 

議事１ 戸田市国民健康保険税のあり方について（答申） 

戸田市国民健康保険税のあり方について（答申）について、第 3回国民健康保険運営

協議会において、答申内容についてご承認を頂き、文体ついてのみ「です。ます。」調

に変更いたしました。 

 

ご意見等はございませんでした。 

（※）今回の議事確定をもって答申決定となりますので、今後は当協議会会長より市へ 

答申の手続きを進めることとなります。 

議事２ 令和２年度戸田市国民健康保険特別会計決算について 

資料１～５及び資料解説概要をご参照ください。 

 

【質問１】 

新型コロナウイルス感染症に伴う次年度以降への影響及び対処策について、

猶予・減免の件数及び金額の見込みはどうか。 

【回答】 

〇猶予制度について 

地方税法の改正により、令和３年２月１日納期限までの税に対して、徴収猶

予の特例制度が適用されましたが、当該制度の延長措置は、とられませんでし

た。従いまして、今後は、既存の猶予制度を柔軟かつ適切に適用してまいりま

す。 

 

〇減免制度について 

令和 3年度分の国民健康保険税についても、令和 4年 3月 31日までの間に

納期限を設定されているものに対して、減免を実施します。要件として、令和

3年中の収入が令和 2年中に比べて 3割以上減少する見込みであることが必要

なことから、令和 2年度の実績よりは、件数、金額とも減少すると見込んでお

ります。 

 

 

 



その他のご意見・ご質問について 

【質問１】 

1 人当たり医療費について、被保険者全体では県平均を下回っているが、前

期高齢者に限ると県平均を上回って高額である。答申の附帯事項（１）の観点

から、何か前期高齢者の医療費削減、健康増進につながる事業を実施又は計画

しているか伺いたい。 

【回答１】 

戸田市では、国が推進する「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な事業の

実施」の取り組みの一つとして、高齢者の通いの場へ医療専門職を派遣し、健

康教育と健康相談を開始しました。令和３年度には、市内２か所で実施してい

ます。今後も、市内全域を対象に、身近な地域の中での健康教育と個別健康相

談を推進していくことにより、医療費適正化と被保険者の健康増進を図りま

す。 

また、現在も実施している医療費適正化の取組となりますが、生活習慣の見

直しによる医療費抑制の効果が高い糖尿病性腎症の重症化予防事業や、ジェ

ネリック医薬品利用差額通知などを引き続き進めます。 

次に、健康増進事業ですが、戸田市では埼玉県コバトン健康マイレージ事業

に参加し、国保被保険者に対してもウォーキングを推奨しています。さらに、

特定健診とがん検診の同時受診を進めることにより、早期発見、早期治療によ

る医療費適正化と被保険者の健康管理の充実を目指します。 

【質問２】 

資料４の前期高齢者医療費が、埼玉県の平均より約７万円高額になってい

るが、その原因分析と対策はどのように考えているか。 

【回答２】 

原因分析につきましては、今年度以降、「高齢者の保健事業と介護予防の一

体的な事業の実施」事業の中で、前期・後期高齢者の医療・保健・介護状況の

分析を開始することや、今年度、市のデータヘルス計画の中間評価を予定して

いることなどから、今後、状況の分析を進めていく予定としています。 

また、全体的な医療費の内訳としては、生活習慣病が多くを占めており、こ

の点に関しては国や県と比較しても大きな相違はありません。 

よって、現状での対策は、特定健診・がん検診の同時受診の勧奨、糖尿病性

腎症重症化予防事業、健診異常値放置者受診勧奨事業等を推進します。 

 





【歳入】


1 2,574,107,000 4,046,499,385 2,710,212,633 103,547,420 1,241,676,132 136,105,633


2 34,000 46,800 46,800 0 0 12,800


3 7,000,864,000 6,528,190,948 6,528,190,948 0 0 -472,673,052


4 13,000 12,510 12,510 0 0 -490


5 896,418,000 886,435,564 886,435,564 0 0 -9,982,436


6 162,174,000 162,174,087 162,174,087 0 0 87


7 52,505,000 68,052,402 88,788,604 0 -20,700,000 36,283,604


8 43,814,000 42,973,000 42,973,000 0 0 -841,000


10,729,929,000 11,734,384,696 10,418,834,146 103,547,420 1,220,976,132 -311,094,854


翌年度繰越金額
（差引額）


款 予算額（補正後）


使用料及び手数料


繰入金


諸収入


財産収入


繰越金


国庫支出金


県支出金


歳入合計


283,339,062


収入未済額 予算差引額収入済額


国民健康保険税


不納欠損額調定額


26.0%


62.7%


8.5%


収入済額


国民健康保険税


使用料及び手数料


県支出金


財産収入


繰入金


繰越金


諸収入


国庫支出金


国民健康保険税


繰入金


県支出金


資料１







【歳出】


1 97,845,000 84,173,523 13,671,477


2 保険給付費 6,912,713,000 6,416,997,044 495,715,956


3 国民健康保険事業費納付金 3,444,786,000 3,444,784,200 1,800


4 保健事業費 191,663,000 117,683,122 73,979,878


5 基金積立金 13,000 12,510 490


6 公債費 576,000 0 576,000


7 3,000 1,095 1,905


8 諸支出金 81,330,000 71,843,590 9,486,410


9 予備費 1,000,000 0 1,000,000


10,729,929,000 10,135,495,084 594,433,916


予算差引額支出済額


総務費


予算額（補正後）


共同事業拠出金


歳出合計


款


63.3%


34.0%


支出済額


総務費


保険給付費


国民健康保険事業費納付金


保健事業費


基金積立金


公債費


共同事業拠出金


諸支出金


予備費


保険給付費


国民健康保険事業費納付


金


資料２







（単位 : 人）


H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度


31,304 29,372 28,173 26,758 26,039


一般被保険者
30,917 29,175 28,100 26,748 26,039


退職被保険者等 387 197 73 10 0
※ 数値は平均被保険者数


被保険者数


再掲


被保険者数の推移
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（単位 : 人）
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（単位：円）


年度 医療費 保険者負担額 一部負担金 被保険者数 一人当たり医療費 前年度比伸び率


一般被保険者
(前期高齢者含む) 8,087,620,545 5,865,706,750 2,221,913,795 28,100 287,816


前期高齢者（再掲） 4,280,823,723 3,190,202,250 1,090,621,473 7,944 538,875


一般被保険者
(前期高齢者含む) 7,761,552,964 5,641,707,548 2,119,845,416 26,748 290,173 0.82%


前期高齢者（再掲） 3,982,488,949 2,984,656,284 997,832,665 7,596 524,288 -2.71%


一般被保険者
(前期高齢者含む) 7,622,228,874 5,543,373,295 2,078,855,579 26,039 292,724 0.88%


前期高齢者（再掲） 4,018,897,894 3,015,007,270 1,003,890,624 7,502 535,710 2.18%


【上記で使用している用語の説明】


①医療費 医療機関等を受診した際に支払われている総額


②保険者負担額 医療費の内、保険者である戸田市が医療機関等へ支払っている金額


③一部負担金 医療費の内、被保険者が医療機関等の窓口で支払っている金額


④被保険者数 戸田市国民健康保険に加入している人数 (年度平均)


⑤一人当たり医療費 医療費を被保険者数で除したもの


⑥前期高齢者 一般被保険者のうち、65歳以上75歳未満の方


療養諸費及び一人当たりの医療費


30


R1


R2


※退職者医療制度の被保険者については、除く。


287,816 290,173
292,724
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535,710
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資料４





		資料１　歳入

		資料２　歳出

		資料３　被保数

		資料４　１人当たり医療費 
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【資料解説概要】 


 


令和２年度 戸田市国民健康保険事業特別会計決算について 


 


資料 1について 


１ 歳入 


（１）国民健康保険税 


予算現額 2,574,107,000 円に対して、決算額 2,710,212,633 円で、歳入に


占める割合は、26.0％です。 


 


（２）県支出金 


 療養諸費や高額療養費等の保険給付に相当する額を県が交付するもので、


予算現額 7,000,864,000 円に対して、決算額 6,528,190,948 円で、歳入に占


める割合は、62.9％です。 


 


（３）繰入金 


 低所得者に対する保険税軽減相当額を公費で補填する保険基盤安定制度に


基づく繰入金、出産育児一時金の 3分の 2の公費負担に相当する額の繰入


金、その他歳入不足に対する一般会計からの法定外繰入金（456,232,000


円）です。予算現額 896,418,000 円に対して、決算額 886,435,564 円で、歳


入に占める割合は、8.5％です。 


 
（４）その他 


①新型コロナウイルス感染症等の影響による猶予特例制度の状況     
 猶予件数 猶予金額（千円） 


令和元年度分 
232 


2,326 
令和2 年度分 16,150 


合計 232 18,476 
 
②新型コロナウイルス感染症等の影響による減免制度の状況  


 減免件数 減免金額（千円） 
令和元年度分 277 6,059 
令和2 年度分 360 62,822 


合計 637 68,882 
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資料２について 


２ 歳出 


（１）保険給付費 


  被保険者とその家族（被扶養者）が業務以外で発症した病気やけがに対し 


て、医療機関を受診したり、出産や死亡したりしたときなど、各種給付金の


支給に要した費用です。予算現額 6,912,713,000 円に対して、決算額


6,416,997,044 円で、歳出に占める割合は、63.3％です。 


  


 


 


（主な保険給付費について） 


・療養給付費 被保険者が通院、入院、薬剤処方等の医療に要した費用のうち、保険


者負担分に相当するものです。（保険給付費の内、約 98％） 


・療養費   被保険者が医療に要した費用全額を医療機関等へ支払いした後に、申


請により、被保険者に対して現金で保険者負担分を支給するもので、


緊急時に保険証の持参なく医療機関で治療を受け、医療費全額を支払


いした場合に申請して頂くものです。 


・高額療養費 被保険者の一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合に支給するも


のです。（保険給付費の内、約 1.4％） 


 


 


（２）国民健康保険事業費納付金 


平成 30年度の国保広域化により国保財政の運営主体が埼玉県になりまし


たことから、「国保事業納付金」として県へ納付するもので予算現額


3,444,786,000 円に対して、決算額 3,444,784,200 円で、歳出に占める割合


は、34.0％です。 


 


 


（３）保健事業費 


保健事業費につきましては、予算現額 191,663,000 円に対して、決算額


117,683,122 円で、歳出に占める割合は、1.56％です。執行率が約 61.4％であ


る要因としては、特定健康診査の受診者について、予算では 9,000人を予定し


ておりましたが、実際の受診者が約 5,000人強であったためです。新型コロナ


ウイルス感染症拡大により、十分な受診勧奨を行うことができず、また感染を


恐れ、受診を控える方がいたことが原因と考えます。 
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（主な保健事業費について） 


・特定健康診査等事業費 ４０歳以上の被保険者を対象とする特定健康診査及び特定


保健指導に係る費用。「第３期戸田市国民健康保険特定健康 


            診査等実施計画」に基づき実施しています。 


・保健衛生普及費    がん検診、保養施設宿泊利用補助共同事業負担金、生活習


慣病重症化予防対策事業分担金、人間ドックの補助。「第２


期データヘルス計画」に基づき実施しています。 


 


 


 


資料３について 


 


３ 被保険者数の推移 


  被保険者数については、団塊の世代が後期高齢者医療制度の対象になって 


いくこと、社会保険適用拡大により現役世代を中心に社会保険への切り替え 


が進んでいることなどにより、減少が続いています。 


 


 


資料４について 


 


４ 療養諸費及び一人当たりの医療費 


 前期高齢者を含む一般被保険者全体（０～74歳）の１人当たりの医療費は 


約 292,000円であり、埼玉県内の平均である約 313,000円と比較すると低い 


水準にあります。これは、戸田市の平均年齢は 41.4歳（2021年 1月 1日現 


在）と県内一若いまちであるためと考えられます。 


一方で、前期高齢者（65歳～74歳）のみに着目すると、戸田市が約 53.5万 


円であるのに対し、埼玉県内の平均では約 46.2万円であり、約７万円高額に


なっております。 


医療費は年齢の上昇に伴って高くなるといわれており、前期高齢者の医療費 


が、医療費全体に大きな影響を及ぼしていくことが想定されることから、引き


続き医療費削減と健康増進事業の推進が求められています。 
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戸田市国民健康保険事業の重点取組（令和 2 年度決算） 


 
１． 医療費適正化事業・保健事業 


① 「診療報酬明細書（レセプト）点検」の実施 


 ・財政効果額：18,784千円 


 


② 「ジェネリック医薬品差額通知」の送付 


 ・通知送付：10月 384通、 ３月 281通 


 


③ 第三者行為求償 


 ・求償件数：28件（自賠法 17件、その他 11件） 


 ・求償額 ：8,738千円 


 


④ 医療費通知の送付 


 ・年６回送付（5・7・9・11・1・3月送付：R1年 12月～R2年 12月分） 


 


⑤特定健康診査・特定保健指導の実施 


 （１）特定健診受診者数（速報値）           


 R1年度 R2年度 対前年度 


受診者数（人） 6,427 4,884 -1,543 


受診率（％） 43.5 33.5 -10.0 


（２）特定健診受診率向上対策 


   ・未受診者への受診勧奨通知 2,588通 


    


 （３）特定保健指導（速報値）            （単位：人） 


 R1年度 R2年度 対前年度 


対象者数 940 637 -303 


終了者数 126 8 -118 


※新型コロナ対策として、特定健診の開始を遅らせたため、現時点での修了者数


も少なくなっている。 


 


⑥糖尿病性腎症重症化予防事業の実施 


 ・埼玉県国保連合会との共同事業として実施。（受診中断者・未受診者に対し


て通知と電話での受診勧奨及び糖尿病性腎症で通院する患者への保健指導） 
  


資料５ 
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２．保険料収納対策 


 
①収納率の状況                   （単位：％、ポイント） 


 R1 年度 R2 年度 対前年度 
現年分 88.6 90.0 +1.4 


滞納繰越分 15.5 18.2 +2.7 
 
②収入未済の状況                    （単位：千円） 


  R1 年度 R2 年度 対前年度 
現年度・滞納繰越計 1,325,765 1,241,676 -84,089 


 
③納付方法の状況                 （単位：％、ポイント） 


 R1 年度 R2 年度 対前年度 
口座振替率 23.0 23.9 +0.9 


コンビニ納付率 34.9 36.8 +1.9 
  ※調定件数のうち、それぞれの納付方法の件数の割合 
  ※スマートフォン決済 PayPay、LINEPay の導入 


など、納付手段の拡充を図った。 
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令和３年９月７日 
 
 戸田市長 菅原 文仁 様 
 
                     戸田市国民健康保険運営協議会 
                        会 長 齊藤 恭平 印 
 


戸田市国民健康保険税のあり方について（答申） 
 
 令和３年４月２２日付け、戸保第２６２号にて諮問を受けた標記の件につい


て、当協議会において慎重に審議した結果、下記のとおり答申いたします。 
 


記 
 
 国民健康保険制度は、地域住民の医療を確保する制度として、国民皆保険制度


の基幹的役割を果たす重要な役割を担っているものであり、将来にわたり持続


可能なものにしていかなければなりません。 
平成 30 年度からの国保制度改革（国保の広域化）に伴い、市町村の財政リス


クは回避される仕組みとなった一方で、県内の市町村が支え合う要素が強まる


ことから、域内の統一的な運営基準や保険料負担の格差の平準化など、新たな枠


組みの中で公平となるよう運営努力が求められます。 
以上のことも踏まえ、本市の国民健康保険税のあり方については、県から提示


された標準保険税率等を参考にしながら、被保険者の所得や世帯構成に応じた


負担状況などに留意しつつ議論を行ってきました。 
その結果、見直しにあたっては、赤字解消を目指しつつ、被保険者の負担にも


十分配慮して、激変緩和を反映した国民健康保険税率の引き上げ等について改


正を行うことという結論に至りました。 
 
１ 答申内容 
（１）必要な国民健康保険税の収入確保を図りつつ、応能・応益割合の適正化に


努める観点から、別表のとおり、医療分均等割の国民健康保険税の改正を


行ってください。 
 


（２）毎年度、国の制度改正の動向、医療費（県納付金）や被保険者数等の状況


変化を踏まえ、税率等の見直しを検討してください。 
 
（３）公平な税負担の観点から、賦課限度額は法定限度額とし、国の政令の改正


の時期から、遅滞なく対応してください。 
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別表 
区分 現行制度 令和４年度 令和５年度 


医療分 
所得割率 8.00％ 8.00％ 8.00％ 
均等割額 20,000 円 25,900 円 31,800 円 


後期高齢者 
支援金等分 


所得割率 1.60％ 1.60％ 1.60％ 
均等割額 9,500 円 9,500 円 9,500 円 


介護分 
所得割率 1.42％ 1.42％ 1.42％ 
均等割額 12,500 円 12,500 円 12,500 円 


 
２ 附帯事項 
 国民健康保険財政を安定的かつ公平に運営するためには、保険税水準の見直


しだけでは不十分であるため、次の事項についても積極的に取り組んでくださ


い。 
（１）効果的な保健事業の実施や、被保険者の生活改善や意識改善に働きかけ


を行い、医療費の抑制に努めてください。 
（２）保険者努力支援制度を始めとした、公費の獲得に向けて、戦略的に取り組


んでください。 
（３）国や県への補助金の増額及び更なる財政基盤強化へ繋がる保険制度の見


直しを引き続き要望してください。 
 
３ 答申を行う背景 
国民健康保険を取り巻く状況は、年齢構成や所得構成といった構造的問題、広


域化における本市国保に求められている財政負担等、厳しいものがあることに


加えて、今後、医療費の伸びや被保険者の減少も予想されるものであります。 
 戸田市では、医療費を中心とした歳出と、保険税を中心とした歳入とのバラン


スが崩れており、国保財政は一般会計からの法定外繰入が多額となっています。


こうした状況をうけ、令和 3 年３月、県の「第２期国民健康保険運営方針」に基


づき、令和５年度までに、一般会計からの法定外繰入金を解消する「赤字削減・


解消計画」を提出しました。 
 こうした中、当協議会ではこれまで令和３年４月から慎重に国民健康保険税


のあり方について審議してきました。県より示された納付金見込額や標準保険


税率をもとに、収納すべき保険税額に対する不足額を、複数年でどのように削減


していくかについても議論を行いました。新型コロナウイルス感染症の影響な


どにより先行きが見通せない中、国民健康保険制度を取り巻く状況は、変化して


いくことが予想され、現時点では不確定な事項が多いため、制度改革に応じなが


ら、今後の財政の健全化及び安定した事業運営ができることを期待します。 
 以上により、今後も広域化における国・県の情報を随時把握し、県との共同運


営への体制をしっかりと整えてください。 





